
音更町中小企業者等新チャレンジ補助金
町内の中小企業者等がエネルギー価格・物価高騰の影響などの外部環境の変化に対応するため実施する販路開拓や業務
効率化（生産性向上）の創意工夫による新たな取り組みを支援するため。

北海道音更町

助成型（※2）

以下の全てを満たす事業者
１．中小企業基本法に規定する中小企業者等で町内に独立した店舗等の事業所を有し、現
に事業を営んでいる法人・個人または町内に住所（法人は登記上の本店、個人は住民票）
を有し、町外の独立した店舗などの事業所で現に事業を営んでいる法人・個人であること
。
２．申請時点に事業を営んでおり、申請後も事業を継続する意思があること。
３．市町村税（国民健康保険税を除く）の滞納がないこと。
４．その他町長が適当であると認める事業者であること。

2024年5月13日～2025年2月10日

30万円（対象経費の1/2以内）

音更町商工会
電話：0155-42-2246

https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/jigyosha/josei/challenge.html
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